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令和6年4月から、化学物質を製造し、又は取り扱う事業場については、化学物質管理者（安衛則第12条の５）を選任し、化学物質に

関わるリスクアセスメントの実施管理等、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。
今回の改正で、化学製品の製造をしている事業場においては、厚生労働大臣告示により示された「化学物質管理者専門的講習」を受

講した者から選任する必要が義務付けられます。

中央労働災害防止協会（中災防）では、「化学物質管理者の選任義務化」に伴い、新たな研修を実施します。 

　『本研修はリスクアセスメント対象物を製造する事業場において、選任の要件となるリスクアセスメントの実務をマスターする3

時間の実習を含む専門的内容を研修します。』

『本研修はリスクアセスメント対象物を製造する事業場において、選任の要件となるリスクアセスメントの実務をマスターする3時
間の実習を含む専門的内容を研修します。』

『本研修はリスクアセスメント対象物を取り扱う事業場など、製造する事業場以外の事業場を対象とする研修です。事業者が、自律
的な化学物質管理を任せることができるよう、必要な知識と実務能力を習得していただくための研修です。』
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令和4年11月30日（水）

（照会先）
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課　　長　　　　　安井　省侍郎
環境改善室長　　　平川　秀樹
　　　　　　　　　　（内線5500）
環境改善室長補佐　小川　直紀
　　　　　　　　　　（内線5501）
　(代表電話)03(5253)1111
　(直通電話)03(3502)6756

報道関係者　各位

「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶
剤等の濃度の測定の方法等」に関する告示につ

いて
　厚生労働省は、本日、第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等について告示を行いました。
　今年５月に公布された労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第91号）により、労働安全衛生法
（昭和47年法律第57号）に基づく新たな化学物質管理が定められました。その一環として、作業場所が第三管理区分と区分
された場合の規制が強化されました。第三管理区分とは、作業場所での有機溶剤等の作業環境測定の結果による区分で、空気
中の有機溶剤等の濃度の平均が管理濃度を超えるなど、作業環境管理が適切でないと判断される状態です。
　これにより、作業環境管理専門家の意見を聴き、環境の改善が困難であると判断されたなどの場合は、有機溶剤等の測定の
結果に基づき、呼吸用保護具を適切に選択、使用すること等が事業者に対し義務付けられました。
　この告示は、空気中の有機溶剤等の濃度測定、呼吸用保護具の使用や呼吸用保護具が適切に使用されているかどうかの確認
方法について定めたものです。

■告示のポイント 

　１　有機溶剤等の濃度測定
　　　　個人サンプリング法（労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法）による作業環境測定等や
　　　個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。
　２　有効な呼吸用保護具の使用
　　　　有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数（労働者がばく露される濃度が基準値の
　　　何倍かを示す係数）を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。
　３　呼吸用保護具の適切な装着の確認
　　　　呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ（労働者の顔面と
　　　呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数）が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタ
　　　を上回っていることを確認することを規定。

別添１　告示の概要［PDF形式︓1017KB］
別添２　告示本文（第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等）［PDF形式︓219KB］
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